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福祉のまちづくりのためにボランティア活動の推進や支援を行っています。 

① 相談・調整 ボランティア活動を始めたい方、ボランティアを依頼したい方の相談・調整 

② 啓発・普及・育成 各種ボランティア講座・イベントの企画開催、ボランティアの育成 

③ 情報の収集・発信・ 

 ネットワークづくり 

情報紙・ホームページ・SNSによる情報発信、地域イベントへの参加、情報

コーナーの設置 

④ ボランティア室の開室 ボランティアアドバイザーによるボランティア相談等 

⑤ 会議室・資料・機材の提供 高齢者疑似体験セット・点字器・白杖（体験用）の貸出等 

⑥ ボランティア保険、 

 行事保険の加入受付 

活動中や、活動先と自宅の行き帰りで起きた事故などを補償する保険加入

の受付 

■受 付 時 間 月曜日～金曜日 8時30分～17時 （祝日、年末年始は除く） 

■問い合わせ先 渋谷区社会福祉協議会 しぶやボランティアセンター 

 〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

 電話 6452-5065  ＦＡＸ 3476-4904 

 

 

 

区内における地域福祉活動の発展を図るため、

福祉団体、地域団体およびボランティアグルー

プ(個人の活動は除く)の活動に対して、経費の

一部(機材購入を含む)を助成します。 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階 

電話 6452-5024  ＦＡＸ 3477-2525 

 

 

 

聴覚障がい者の生活上のコミュニケーションを

円滑にし、社会参加の促進を図るため、手話通

訳者を養成する手話講習会を行っています。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 区内在住・在勤・在学の１８歳以上65歳以下

の方 

② 講習会修了後、通訳活動のできる方 

■開講クラス 

① 入門クラス（初めて手話を学ぶ方） 
② 応用クラス（手話による日常会話程度ができる方） 
③ 通訳養成クラス（手話通訳者養成） 
※ ②、③については選考試験があります。 

■会 場 

渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ 

■開講時間 

各クラスとも毎週木曜日、年間43回 

昼コース 9時45分～11時45分 

夜コース 18時30分～20時30分 

■費 用 

無 料 （テキスト代は実費） 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

電話 5457-2200  ＦＡＸ 3476-4904

ボランティア、福祉の仕事 

ボランティアセンター 

手話講習会 

福祉活動助成事業 
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東京都では、都内在住・在勤・在学の１８歳以上の方を対象に、障がいのある方を地域の中で支援する

方やその指導者を養成するための講習会を、委託により実施しています。 

■費 用  無 料 （テキスト代は実費） 

■募集方法  受講者募集の案内は、広報誌「広報東京都」や東京都のホームページ上で行います。 

■開講内容  次の表のとおり （各講習会の詳細については、各団体にお問い合わせください。） 

講習会名 目的・趣旨 対象・開講コース 問い合わせ先 

手話通訳者等 

養成講習会 

手話通訳者を養成すると

ともに、手話の普及を図

るために地域における講

習会等の指導者を養成し

ます。 

手話学習経験が３年以上

で、講習会修了後、都内

で手話通訳活動または手

話指導等の活動に従事で

きる方 （6コース） 

東京手話通訳等派遣センター 

電話 3352-3359 

ＦＡＸ 3354-6868 

Eメール 

yousei@tokyo-

shuwacenter.or.jp 
要約筆記者 

養成講習会 

特に手話習得の困難な中

途失聴者や難聴者の

方々のコミュニケーショ

ンを支援する要約筆記者

を養成します。 

講習会修了後、登録試験

に合格し、都内で要約筆

記活動ができる方 （手書

きコース、パソコンコース） 

点訳奉仕員指導者 

養成講習会 

視覚障がいのある方々の

福祉の増進のため、点訳

に関する指導方法、地域

におけるボランティア活

動の方法等を指導し、点

訳奉仕員指導者を養成し

ます。 

点訳に関する知識と経験

があり、講習会修了後に

都内で点訳の指導活動

等ができる方 
社会福祉法人 

日本視覚障害者団体連合 

点字図書館 

電話 ３200-6160 

ＦＡＸ 3200-7755 

Eメール 

 toshokan@jfb.jp 

専門点訳奉仕員 

養成講習会 

専門図書の点訳技術等

を指導することにより、

専門点訳奉仕員を養成し

ます。 

点訳に関する知識と経験

があり、講習会修了後に

都内で専門点訳活動がで

きる方 （5コース） 

音訳（朗読） 

奉仕員指導者 

養成講習会 

視覚障がいのある方々の

福祉の増進のため、音訳

（朗読）に関する指導方

法、地域におけるボラン

ティア活動の方法等を指

導し、音訳（朗読）奉仕員

指導者を養成します。 

音訳（朗読）に関する知識

と経験があり、講習会修

了後に都内で音訳（朗読）

の指導活動等ができる方 

失語症者向け 

意思疎通支援者 

養成講習会 

失語症を理解し、失語症

のある人の日常生活上の

様々な場面において、コ

ミュニケーションの橋渡

しをする意思疎通支援者

を養成します。 

講習会修了後、都内で失

語症者に対する意思疎通

支援等の活動ができる方 

（必修基礎コース・応用コー

ス） 

一般社団法人 

東京都言語聴覚士会 

電話 6859-7568 

FAX 6859-7441 

Eメール 

 ishisotsu@st-toshikai.org 

 

 

 

支援者養成講習会（東京都） 
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高齢の方や障がいのある方に、ご自宅で充実した生活を送っていただけるよう、地域の方々の自発的

な参加と協力により、福祉サービスを提供しています。協力会員・賛助会員を随時募集しています。 

■協力会員 

この事業に理解と熱意を有する、心身ともに健康な18歳以上の方（年度会費1,000円） 

協力会員としての活動を希望される方は、電話にてお問い合わせください。詳しい説明の後、活動で

きる曜日・時間帯等を登録します。登録内容に沿った活動を依頼し、活動後は謝礼金を支払います。 

■賛助会員 

この事業に賛同し、財政的に援助してくださる方・団体（一口1,000円） 

■サービスの内容 

サービス名 内 容 謝礼金 

やすらぎ

サポート 

掃除、洗濯、食事の仕度、買い物、外出介

助、見守りなど 
1時間あたり800円 ＋ 協力会員交通費 

ちょこっと

サポート 

専門性・危険性・継続性のない、30分程度

でできる活動（電球・電池交換、体調不良時

の買い物、日常のゴミ出しなど） 

30分あたり500円 ＋ 協力会員交通費 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援係 やすらぎサービス担当 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階  電話 6452-5024  ＦＡＸ 3477-2525 

 

 

 

■対 象 

精神保健福祉のボランティア活動に関心があり、

第1回～3回の講座すべてに参加できる方 

■内 容 

精神障がいについての理解と対応について学び

ます。また、実際に区内精神障がい者支援事業

所でボランティア体験を行います。 

■講座の内容（全3回） 

第1回 精神障害とボランティア活動について。

活動団体からの説明。（講義） 

第2回 施設見学、ボランティア体験。（実習） 

第3回 見学・体験実習を通して学んだことにつ

いてグループワーク。（講義） 

■開催時期 

開催日と申込期間は、しぶや区ニュースでお知

らせしています。 

■費 用 

受講料無料。別途、ボランティア保険料がかかり

ます。 

■問い合わせ先 

渋谷区精神障害者地域生活支援センター 

さわやかるーむ 

電話 3299-0100  FAX 3299-0318 

 

 

 

 

 

 

やすらぎサービス（住民参加型在宅福祉サービス）への参加 

精神保健福祉ボランティア講座 
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渋谷区では、さまざまな障がいについて理解を

深め、障がいのある方の社会参加の機会が広が

るように、移動支援従業者（ガイドヘルパー）の

養成研修を実施しています。 

研修終了時に、東京都が認定する知的障害者移

動支援従業者養成研修課程の修了証を取得で

きます。受講後にガイドヘルパーとして働くこと

ができるほか、障がいのある方とのコミュニケー

ションや、災害時支援などを学ぶのにも役立ち

ます。 

■ガイドヘルパーとは 

通学や外出に同行してお手伝いをする人です。

障がいのある方が買い物、食事、イベントなどで

外出するときに、乗車、食事の注文、料金の支払

いなどをサポートします。 

■対 象 

区内在住・在勤（ボランティア含む）・在学で、障

がい者福祉に理解と関心を持っている方（18歳

以上） 

■内 容 

① 講義（2日） 

・ 障がい者（児）の心理 

・ ガイドヘルパーの制度と業務 

・ 移動支援の基礎知識 等 

② 実習（1日） 

区内の障がい者支援事業所にて実際に支援を

行いながら移動支援に係る技術を学びます。 

■費 用 

無 料 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 経理係 

電話 3463-1936  FAX 5458-4935 

 

 

 

 

 

  

 

 

福祉分野への就職相談を受け付け、就職面接会

を開催しています。また、就職あっせんや資格取

得支援のための事業なども行っています。 

（障害者雇用の専門窓口ではありません） 

■開所時間 

飯 田 橋 月曜日～金曜日 ９時〜20時 

 土曜日 ９時〜17時 

多摩支所 月曜日～金曜日 ９時〜17時 

※ 祝日、年末年始を除く 

 

 

 

■問い合わせ先 

○ 東京都福祉人材センター 

〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 

東京しごとセンター７階 

電話 5211-2860（代表） 

FAX 5211-1494 

○ 東京都福祉人材センター 多摩支所 

〒190-0012 立川市曙町2-34-13 

オリンピック第３ビル７階 

電話 042-595-8422 

FAX 042-595-8432 

 

知的障がい者移動支援従業者（ガイドヘルパー）養成研修 

東京都福祉人材センター 人材情報室 


